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燃料電池 

燃料電池とは、水素と空気中の酸素を結合させるこ

とによって電気と熱を作り出すものです。発電原理は、

水に電流を流すことで水素と酸素に分解する「水の電

気分解」作用の逆反応です。発電の際の廃棄物は水し

か排出されず、振動も騒音もないため、建築物、自動

車等のエネルギー供給装置として注目されています。 

 

コージェネレーション 

コージェネレーションとは、石油や天然ガスを燃焼

させて発生した蒸気で発電を行うと同時に、発生した

排熱を回収し、給湯や冷暖房の熱源として利用する熱

電供給システムです。熱効率は通常の火力発電が40％

以下に対し、コージェネレーションは 70～80％と高

くなっています。 

 

エコキュート 

エコキュートとは、二酸化炭素（CO2）を冷媒とし

て使用し、空気中の熱を利用する給湯システムです。 

このシステムを採用した場合、環境負荷の低減等の

観点から、設備機

器の部分の床面積

について建築基準

法上の容積率の緩

和措置を受けるこ

とができます。 

 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

「エネルギーの使用の合

理化に関する法律（省エ

ネ法）」に関すること 

区建築課 P30 参照 

屋上緑化の情報提供に関

すること 

広島市都市整備局 

緑化推進部緑政課 

緑の施策係 

504-2396 

新エネルギーの助成等に

関すること 

（独）新エネルギー・産

業技術総合開発機構 

044-520-5100 

http://www.ne

do.go.jp/ 

エコキュートの設備機器

部分の容積緩和措置に関

すること 

広島市都市整備局 

指導部建築指導課 

第一指導係 

504-2287 

 

 

 

１ モデルプランの位置 

豊かで魅力ある都心居住の実現のためには、都心にお

けるマンションのあり方について、市民や事業者と行政

がイメージを共有することが重要となります。 

ここでは、第 3 章で記述した内容を分かりやすくする

ため、都心部における特徴的な 3つの地区を選択し、「モ

デルプラン」として示しています。 

 

１． プラン A：広島の特徴の一つである河川空間を生か 

      したリバーフロント地区 

２． プランB：商業地区を主体とし賑わいを誘導する都 

    心部の中心地区 

３． プラン C：都心部からやや離れた居住を主体とする 

周辺地区 

 

※１ モデルプランのイメージ図は、各地区の代表的な形

態を表現したものであり、実施にあたっては地区の特

性に応じて細かな配慮が必要となります。 

※２ 建築計画にあたっては、地区の環境・景観等の特性

を踏まえるとともに、居住者、地域住民や事業者は、

相互に尊重し合い、その環境・景観の便益を継続的に

享受できるよう努める必要があります。 

 

 

 

 

【モデルプラン位置図】 

第４章 地区別のモデルプラン 

中心地区 リバーフロント地区 

周辺地区 
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【 通り抜けとオープン・カフェ（橋本町） 】 【 川に面したオープン・レストラン（橋本町） 】 

２ モデルプラン A ～リバーフロント地区～                         

目標：川に面している敷地は、川への眺望やオープンスペースを有効に活用しましょう。 

リバーフロント地区（リバーフロント住宅）～景観への配慮～ 

 

：住宅（高齢世帯向け、ファミリー世帯向け等）

：医療施設

：商業施設（レストラン・店舗等）

：社会福祉施設（子育て支援施設等）

Ｐ ：駐車場、駐輪場 10F 道路境界線 河川区域線

：緑化 9F

8F

7F A棟

6F

5F

4F

3F

2F

ＧＬ． 1F 緑道

歩道 B1 Ｐ 河川

P出入口

歩道

P出入口 河川 緑道

A棟

緑道

道路 商業施設

A棟

商業施設

１階　平面図

 商業施設 道路

B棟

断面図

道路境界線

緑道

道路 道路

道路境界線

　

　　オープン・スペース

屋上緑化

壁面後退

壁面
後退

壁面後退

壁面後退

川に向けた
ファサードの
デザイン

一体的な
敷地内緑化

オープンカフェ、
川に面して商業施設の
整備

敷地内緑化

回遊性の確保

通り抜け可能な
商業施設の整備

壁面
後退

通り抜け可能な
商業施設の整備

川に向けたファサード
のデザイン

コミュニティ
スペース

オープンカフェ、
川に面して商業施設の整備

壁面後退

壁面後退

壁面後退

壁面後退

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅は、高齢者・単身者・ファミリー世

帯等の多様な居住ニーズに対応させまし

ょう。（P4） 

建築物内や敷地内

に通り抜け可能な空

間を設け、回遊性を高

めましょう。（P15） 

建築物のデザイン

や色彩等を周辺に調

和させるとともに、

敷地内の緑化や屋上

緑化を行い、一体的

な都市景観を演出し

ましょう。（P13） 

川に面する建築物の

低層部（１、２階等）は、

オープン・カフェやレス

トラン、店舗等配置し、

河川の開放空間を有効

に利用しましょう。
（P15） 
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【 ポケットパーク的なオープンスペース（上八丁堀） 】 【 オープン・カフェのある賑わい空間 】 

３ モデルプラン B ～都心部の中心地区～ 

目標：狭小敷地の共同化を図るとともに商業系の施設を配置し、生活利便性を高め、賑わいを演出しましょう。 

中心地区（賑わいのあるマンション）～賑わいの創出～ 

 

：住宅（高齢世帯向け、ファミリー世帯向け等）

：業務施設（オフィス等）

：医療施設

：商業施設（レストラン・店舗等）

Ｐ ：駐車場、駐輪場 敷地境界線

：緑化 10F 10F

9F Ａ棟 9F 道路境界線

道路境界線 8F 8F

7F 7F

６F ６F

５F ５F

４F ４F

３F ３F

２F ２F

ＧＬ． １F １F

歩道 B1 B1 歩道

Ｐ B2 B2 Ｐ

P出入口 P出入口

商業施設

商業施設

ポケットパーク

道路 滝

歩道 歩道

道路

Ｂ棟

道路境界線

ホール

道路

１階　平面図

せせらぎ

道路

道路

断面図

　賑わい
　空間

　 　賑わい
　　空間

　賑わい空間

　　賑わい空間の創出

賑わい
空間

充分な空間
の確保

一体的な
商業施設整備

壁面後退壁面後退

賑わい空間

賑わい
空間

壁面後退

壁面後退

採光・通風確保、
プライバシーへの配慮

壁面後退

壁面後退

歩道と
一体的な整備

空中歩廊

屋上緑化

屋上緑化

空中歩廊

コミュニティ
スペース

コミュニティ
スペース

一体的な
商業施設整備

サンクン
ガーデン

回遊性の確保

敷地内緑化

オープンカフェ、
レストラン
などによる
賑わいの演出

屋上緑化

壁面後退

ランドマーク的なシ
ンボルツリー

壁面後退

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業、業務、医療、サービス、

住宅等の複合用途施設を配置し、

生活利便性を高めましょう。
（P14） 

建築物の低層部

は壁面後退し、フ

ァサードのデザイ

ンや色彩等を周辺

に調和させるとと

もに、敷地内の緑

化等を行い、賑わ

いを演出しましょ

う。（P14） 

総合設計制度等を活用し、滞留スペース（ポ

ケットパーク等）を設け、都心部の回遊性を高

めましょう。（P15） 

狭小敷地は共同化することにより土地の有効利用を

図りましょう。（P14） 



モデルプラン 

- 24 - 

４ モデルプラン C ～都心部の周辺地区～ 

目標：環境と人に優しく、安全で、ゆとりのある住環境を創りましょう。 

周辺地区（快適な都市型住宅）～住みやすさの確保～ 

 

：住宅（高齢世帯向け、ファミリー世帯向け等）

：社会福祉施設（ディサービス、ショートステイ、子育て支援施設等）

：商業施設（レストラン・店舗等）

Ｐ ：駐車場、駐輪場

：緑化

敷地境界線

道路境界線 道路境界線

５F

４F

３F ３F

２F ２F Ｂ棟

ＧＬ． １F １F

道路 歩道 B1 Ｐ 歩道 道路

P

道路 歩道 歩道

C棟 D棟

P

P

商業施設

P出入口 A棟

社会福祉施設　

住宅
B棟

１階　平面図

断面図

道路

道路境界線

Ａ棟

商業施設 住宅

賑わい
空間

充分な空間
の確保

　　空間の
　　確保

壁面
後退

開放的な
空間の確
保

壁面後退

採光・通風確保、
プライバシーへの配慮

壁面後退

壁面後退

壁面後退壁面後退

壁面後退

壁面後退

壁面
後退

敷地内緑化 小動物の生息環境の確保

屋上緑化

太陽光発電
（屋上、壁面）

一体的な
緑地の整

備

敷地内緑化

賑わい
空間

壁面後退

壁面
後退

　
一体的な緑地の

整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隣接地と一体的な緑地空間を整備し、潤いのある

居住空間を創出しましょう。（P13） 

屋上緑化、太陽光発電等の施設を整備し、省エネル

ギーに配慮しましょう。（P20） 

住戸への採

光・通風・プラ

イバシーの確

保に配慮し、ゆ

とりのある良

好な住環境を

創出しましょ

う。（P10） 

【 一体的な緑地（中区東千田町） 】 【 低層部に福祉施設の設置（中区東白島町） 】 

高齢者が安心して暮らすことができるよう、ケア付き住宅等、多様で生活利便性

を高めた住宅を整備しましょう。（P5） 

建物の壁面を後退させ、後退した敷地は

緑化等を行いましょう。（P13） 


